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この申合せ事項は、東京藝術大学（以下「本学」という。）に在籍する教授が、

科学研究費助成事業（以下「科研費」という｡)による研究を、本学名誉教授称号授

与後も当該科研費による研究を実施する場合の取扱いに関し必要な事項を定める。 

 

１ 資格 

名誉教授で、科研費の研究代表者として本学において研究を実施できる者は、

教授として在職中に科研費の応募をし、その採択を受け、当該科研費の研究実施

期間に在職期間終了後の期間が含まれる者、および名誉教授の称号授与後に科研

費の応募をし、その採択を受けた者とする。但し、名誉教授の称号授与後に科研

費の研究を実施する場合には、実施しようとする研究課題について、実際に研究

できる環境にあり研究活動に従事することができる者でなければならない。 

 

２ 手続 

（１）上記により当該科研費による研究の実施を希望する者は所属する部局長に申

請しなければならない。 

（２）申請の時期は、科研費応募年度の５月末日までとする。 

（３）申請者は、科研費応募時に部局長の内諾を受けるものとする。 

（４）部局長は、研究設備等が確保でき、科研費による研究が可能と判断した場合、

学長に対し科研費の実施について支障がないことを確認した文書を添付の上、

推薦できるものとする。 

（５）学長は、前項の推薦があったときは、本学の教育研究に支障がないと認めた

場合に限り、当該科研費による研究の実施を承認するものとする。 

（６）学長は、当該科研費による研究の実施を承認したときは、すみやかに当該部

局を経由して申請者に通知するものとする。 

（７）当該申請者に名誉教授の称号が授与されなかった場合、学長は、当該科研費

による研究の実施の承認を取り消し、その旨を申請者に通知するものとする。 

 

３ 研究期間 

本学において名誉教授の科研費による研究が実施できる期間は、72 歳（年度

末時点の年齢。以下同じ｡)までとし、名誉教授が教授として在職中に科研費の応

募をし、または名誉教授の称号授与後に科研費の応募をする場合には、当該科研

費の研究実施期間に72 歳を超える期間を含むことができないものとする。 

 

４ 規則等の遵守 



名誉教授は、科研費による研究を実施するにあたっては、本学における他の教

育および研究に支障がないよう十分に配慮したうえで行うとともに、この申合せ

事項並びに本学及び日本学術振興会の規則等を遵守しなければならない。 

 

附 則 

この申合せは、平成31年３月28日から施行する。 

附 則 

この申合せは、令和４年４月１日から施行する。 

 


